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7

　平方地区の現状について

　都市計画マスタープランで出された意
見のうち、何に予算を計上し実現したの
か教えてください。

（受付№）24_2174
（受付日）平成24年8月28日

　市の予算編成は、地域ごとに行っているものではないの
で、平方地区のみに投入されている額は把握しておりませ
んが、地区ごとに予算を配分し、各地区にあったまちづく
りを住民の皆様と協働で行うことは、これからのまちづく
りのあるべき理想像だと考えております。
　都市計画マスタープラン2010は、概ね20年先の将来を見
据えた都市計画の基本方針として作成したものであり、平
方地区の将来像や具体的な実現手段についても掲げており
ます。
　計画を作成してから2年が経過しましたが、まちづくり
は一朝一夕にはいかず、長期にわたる月日の経過と共に成
果があらわれるものですので、ご理解をいただきたいと思
います。

（担当）まちづくり計画課（直通）775-7629

6

　歩行者・自転車優先道路（未舗装）に
ついて

　歩行者と自転車をなるべく分けること
により、交通事故の減尐が見込めます。

（受付№）24_2155
（受付日）平成24年8月3日

　市では、歩行者や自転車の交通事故を極力防止できるよ
う、上尾警察署などと協議しながら、一方通行やスクール
ゾーンの指定など交通規制を強化することや、路側帯にグ
リーンベルトを設置して歩行者が安心して通行できるよう
整備を進めているところです。また、上尾駅西口や北上尾
駅東口駅前通りでは、歩道内に歩行者・自転車分離レーン
を設けて歩行者と自転車の安全を確保し、安心して通行で
きるよう「歩車分離道路」として整備しました。
　ご提案をいただきました「歩行者・自転車優先道路」に
ついては、交通事故の減尐が期待され、歩行者や自転車が
安心安全に通行できることから、大変効果の高い手法であ
り、現在、実施可能な路線から整備検討を考えているとこ
ろです。しかし、この整備には、沿線の方々の車の利用が
制限されて不便となることから、地域や沿線の方々の合意
形成が必要となり、また、交通を規制する警察署の協力も
必要不可欠となることから、課題解決に苦慮しているとこ
ろです。
　車への過度の依存は、交通事故の増大や地球温暖化など
環境への影響が懸念されています。今後、比較的広い道路
では「歩行者・自動車分離」として歩道整備などを取り入
れ、生活道路などの狭隘道路では「歩行者・自動車共存」
として、安心安全を確保できるよう整備していきたいと考
えております。
　なお、道路の舗装は、幼児や年配の方が安全に道路を通
行するために必要な整備であると考えています。舗装工事
の施工にあたっては、遮熱性舗装や透水性舗装を取り入
れ、地球温暖化の防止対策を講じていきたいと考えており
ます。

（担当）道路整備課（直通）775-9049
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5

　図書館大石分館近くの歩道について

　中分のケーヨーD2前の信号から大石分
館に向かう道路に整備された歩道の設置
をお願いします。

（受付№）24_2078
（受付日）平成24年6月25日

　この道路は、埼玉県が管理する「主要地方道さいたま鴻
巣線」で、ご要望の場所は、交差点の近くがカーブしてお
り、大型車の交通量も多いことから、本市においても自転
車・歩行者の安全性を確保する為に、歩道の整備は必要不
可欠と考えております。道路を管理する埼玉県には、以前
から歩道の設置を強く要望してきたところです。
　埼玉県では、この要望に対し、既に歩道を設ける計画を
立案し、歩道整備に必要な用地の確保に向けて測量や土地
所有者との協議が進められ、用地買収の交渉を行っている
との報告を受けております。
　誰もが安心して安全に通行できるよう、早期に歩道整備
の工事に取り組んでいただけるよう、引き続き埼玉県に強
く働きかけてまいります。

（担当）道路整備課（直通）775-9049

4

　北上尾駅前について

　北上尾駅西口はロータリーができまし
たが、その先の道路は歩道もなくとても
危険なので、改善されることを願いま
す。

（受付№）24_2068
（受付日）平成24年6月11日

　北上尾駅につきましては、旧国鉄が民営化されてまもな
くの昭和６３年１２月に開業しました。その後、平成６年
に、駅利用者の利便性や安全性を向上するため、西口駅前
広場（4,000㎡）と駅前広場からクロネコヤマトの交差点
まで、約３７０ｍについて道路幅２２ｍの都市計画決定を
致しました。
　北上尾駅も、開業後、乗客数が増加し、地元から北上尾
駅西口周辺の整備を考える協議会等も発足し、この協議会
メンバーの意見を取り入れながら、平成１９年に駅前広場
が完成しました。
　しかし、駅前広場と接続する道路は、今だ未整備であ
り、車の通行も増えて危険であることから、駅前広場と合
わせて平成２２年に朝・昼・夕の時間帯に人の流れを調査
いたしました。この調査により、改めて横断する箇所を把
握することができましたので、警察と協調し、現在できる
対策として、歩行者がマナーを考えていただけるように、
路面表示や看板を設置しました。
　また、駅を利用すると思われる地区に回覧をお願いし、
交通マナーを守っていただくよう周知を図ったところで
す。
　今回ご指摘がありました改善につきましては、以前に周
知した経緯がありますが、まだ危険であるとのことですの
で、道路の整備までには時間を要すると考えられますこと
から、交通ルールとマナーを厳守していただけるように、
一層の啓蒙・啓発の働きかけをしていきたいと考えており
ます。
　また、信号機につきましては、担当部署より警察署へ新
設のご希望があったことをお伝えさせていただきます。

（担当）道路整備課（直通）775-9049
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3

　上尾駅東口通路（ペデストリアンデッ
キ）の延伸について

　上尾駅東口とマンションを結ぶ通路
（ペデストリアンデッキ）の延伸費用
を、なぜ市が負担するのか。

（受付№）24_2051
（受付日）平成24年5月28日

　上尾駅東口通路（ペデストリアンデッキ）延伸事業は、
一般的な商業ビルへの延伸事業とは異なり、市が事業主体
となる市街地再開発事業により、建築される自由通路への
接続となっています。この自由通路は、中山道側から駅前
通りへと再開発ビル内を通過できることや、エレベー
ター・エスカレーター多目的トイレなどのバリアフリー施
設が設置され、誰でも利用できるようになります。この自
由通路やバリアフリー施設は、再開発事業者により整備さ
れるため、市民への安全性・利便性に寄与しており、駅前
中心市街地整備においても負担しているものと考えていま
す。

（担当）まちづくり計画課（直通）775-7903

2

　西環状線の通学路としての安全対策に
ついて

　地頭方から平方東小へ通学する児童が
増えました。通学路となっている西環状
線は道幅が狭く、雤の日には水溜りがで
きます。西環状線の通学路としての今後
の安全対策を聞かせてほしい。

（受付№）24_2029
（受付日）平成24年5月2日

　ご意見をいただきました西環状線につきましては、平成
２年に「準工業地域基本整備研究会」を発足し、土地区画
整理事業の中で本路線の整備も位置づけ研究してまいりま
した。
　しかしながら、関係する土地所有者との合意形成が得ら
れず、土地区画整理事業による基盤整備が困難になり、平
成１６年３月に研究会組織の解散を余儀なくされ、現在に
至っているところです。
　このことから、西環状線の早期の整備は大変難しいと考
えており、この西環状線と同位置にある、市道1066号線
（旧市道1059号線）を地元区長及び地元地権者等の協力に
より道路用地として借地することで、約５ｍの幅員を確保
しています。
　この道路整備にあたっては、沿線の皆様方のご協力と事
業の予算確保が必要不可欠となることから、大変長い期間
を要することになり、事業化に至らないのが現状です。
　市といたしましては、緊急性、重要性などを検討すると
ともに、昨今は、管理を主体とした事業に集中していると
ころで、舗装の修繕やご指摘いただいた水たまりの解消に
ついて、現地調査し、排水処理方法を精査していきたいと
考えております。

（担当）道路整備課（直通）775-9049
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1

　住宅耐震補強助成制度、住宅耐震診断
助成制度について

　住宅耐震補強と住宅耐震診断の助成制
度についてお聞かせください。

（受付№）24_2003a
（受付日）平成24年4月2日

　市では、従来から市職員による在来木造住宅の無料簡易
耐震診断を行ってまいりましたが、平成２０年５月からは
「上尾市既存木造住宅耐震診断補助制度」を、平成２１年
６月からは「上尾市既存木造住宅耐震改修補助制度」を開
始いたしました。
　これらの補助制度は、昭和５６年５月３１日以前に着工
した地上２階建て以下の戸建専用住宅及び併用住宅を対象
とし、耐震診断については診断費用の２分の１かつ25,000
円を限度として、耐震改修については改修費用の23％かつ
350,000円を限度に補助するものです。いずれも予算の枠
内ではありますが、既に市民のみなさまにご利用いただい
ているところです。
　詳細については、下記の建築指導課のホームページをご
参照ください。
http://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s358000/

（担当）建築指導課（直通）775―8490
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